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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第47期
第１四半期
累計(会計)期間

第46期

会計期間

自平成21年
２月１日
至平成21年
４月30日

自平成20年
２月１日
至平成21年
１月31日

売上高（千円） 1,713,3776,496,944

経常利益（千円） 115,661 520,725

四半期（当期）純利益（千円） 61,632 407,869

持分法を適用した場合の投資利益（千円） ― ―

資本金（千円） 1,208,0801,208,080

発行済株式総数（千株） 5,760 5,760

純資産額（千円） 5,394,8645,385,243

総資産額（千円） 7,001,8227,185,397

１株当たり純資産額（円） 945.04 943.36

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 10.80 71.44

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） ― ―

１株当たり配当額（円） ― 10.00

自己資本比率（％） 77.0 74.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△41,359 679,056

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△5,114 △341,887

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△81,183 △58,032

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 475,775 602,921

従業員数（人） 158 153

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．売上高に消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益は、持分法適用会社がないため記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりませ

ん。 
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２【事業の内容】

 当第1四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

 

３【関係会社の状況】

 当第1四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成21年４月30日現在

従業員数（人） 158  

　（注）　従業員数は就業人員であり、嘱託9名及び参与2名を含んでおります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第１四半期会計期間の生産実績を生産品目別に示すと次のとおりであります。

生産品目別 金額（千円）

棒状ラーメン 414,512

カップめん 705,583

袋めん 599,931

その他 1,478

合計 1,721,505

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当社は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

(3）販売実績

　当第１四半期会計期間の販売実績を販売品目別に示すと次のとおりであります。

販売品目別 金額（千円）

棒状ラーメン 425,584

カップめん 677,447

袋めん 606,731

その他 3,614

合計 1,713,377

　（注）１．当第1四半期会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおり

であります。

相手先

当第1四半期会計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日）

金額（千円） 割合（％）

加藤産業㈱ 347,276 20.3

明治屋商事㈱ 249,628 14.6

㈱日本アクセス 244,033 14.2

合計 840,939 49.1

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【経営上の重要な契約等】

 当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態及び経営成績の分析】

(1)業績の状況

　当第1四半期会計期間における我が国経済は、米国のサブプライム問題に端を発した世界的な金融市場の混乱がい

まだ続く中、さらに新型インフルエンザの世界的感染により経済的な打撃を受け、個人消費も伸び悩みました。

　食品業界では上記の影響により、食品に対する値下げ圧力が強く食品全般に値下げ傾向にあり 、さらに業界内で

の競争も激化し、厳しい経営環境に置かれました。

　このような状況下にあって、当社は、主力製品の棒ラーメンや長崎皿うどん等の販売強化に努めるとともに、安定

的な成績を実現すべく全社をあげて収益向上に努めました。

　この結果、当第1四半期会計期間の売上高は、17億13百万円となりました。

　また、利益面につきましては、原材料費等の増加などの影響によって、営業利益は1億10百万円、経常利益は1億15百

万円、四半期純利益は61百万円となりました。 

 

(2)キャッシュ・フローの状況

　当第1四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による資金が法人税等

の支払により41百万円減少し、また有形固定資産の取得による支出が11百万円、配当金の支払額が57百万円ありま

したので、前事業年度末に比べて1億27百万円減少し、資金残高は4億75百万円となりました。

　当第1四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は、41百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益が1億4百万円ありま

したが、仕入債務の減少金額1億17百万円、法人税等の支払金額94百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は5百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が11百万円

あったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は81百万円となりました。これは主に配当金の支払金額57百万円、及び借入金の返

済金額24百万円等によるものであります。

 

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第1四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4)研究開発活動

　当第1四半期会計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　なお、研究開発費として特に計上すべき金額はありません。 
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第３【設備の状況】
(1)主要な設備の状況

 当第1四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2)設備の新設、除却等の計画

 当第1四半期会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありま

せん。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 13,750,000

計 13,750,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年４月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年６月12日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 5,760,000 5,760,000福岡証券取引所
単元株式数

1,000株 

計 5,760,000 5,760,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高
（株）

資本金増減額
 

（千円）

資本金残高
 

（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高
（千円）

平成21年２月１日～

平成21年４月30日 
― 5,760,000― 1,208,080― 1,212,011

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第1四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。 

EDINET提出書類

株式会社　マルタイ(E00497)

四半期報告書

 7/20



（６）【議決権の状況】

　当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成21年１月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

   平成21年４月30日現在

 区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

 無議決権株式 ― ― ―

 議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

 議決権制限株式（その他） ― ― ―

 完全議決権株式（自己株式等）  普通株式　　　　　51,000 ― ―

 完全議決権株式（その他）  普通株式　　 　5,684,000 　　　　　　5,684 ―

 単元未満株式  普通株式　　　　　25,000 ―  1単元（1,000株）未満の株式

 発行済株式総数  　　　　　　　 5,760,000 ― ―

 総株主の議決権 ―  　　　　　　5,684　 ―

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、1,000株含まれております。

また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれております。 

 

②【自己株式等】

    平成21年４月30日現在

所有者の氏名又

は名称
所有者の住所

自己名義所有株

式数(株)

他人名義所有株

式数(株)

所有株式数の合

計(株)

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合(％)

株式会社マルタイ
福岡市西区周船寺

三丁目23番42号 
 51,000 ―  51,000  0.89

計 ― 51,000 ― 51,000  0.89

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
２月

３月 ４月

最高（円） 400 370 379

最低（円） 345 345 360

　（注）　最高・最低株価は、福岡証券取引所におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期累計期間（平成21年２月１日から平成21

年４月30日まで）に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成21年４月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,319,122 1,446,814

受取手形及び売掛金 1,715,892 1,805,763

有価証券 656,653 656,107

製品 89,842 89,205

原材料 102,909 90,007

仕掛品 36,912 30,395

繰延税金資産 29,755 23,754

その他 28,954 24,529

流動資産合計 3,980,040 4,166,577

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※
 300,166

※
 295,709

機械及び装置（純額） ※
 226,907

※
 234,975

土地 913,241 913,241

建設仮勘定 31,000 31,000

その他（純額） ※
 53,602

※
 46,736

有形固定資産合計 1,524,918 1,521,664

無形固定資産 7,628 7,187

投資その他の資産

投資有価証券 1,183,043 1,174,939

関係会社社債 198,532 198,444

繰延税金資産 25,801 36,689

その他 80,714 77,204

貸倒引当金 △3,500 △3,500

投資その他の資産合計 1,484,592 1,483,778

固定資産合計 3,017,139 3,012,630

繰延資産

株式交付費 4,642 6,189

繰延資産合計 4,642 6,189

資産合計 7,001,822 7,185,397
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成21年４月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年１月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 943,409 1,061,055

短期借入金 18,000 42,000

未払金 344,131 311,737

未払法人税等 42,369 99,662

賞与引当金 62,127 28,843

その他 55,578 85,872

流動負債合計 1,465,615 1,629,172

固定負債

退職給付引当金 124,419 129,466

役員退職慰労引当金 16,922 41,514

固定負債合計 141,342 170,981

負債合計 1,606,958 1,800,153

純資産の部

株主資本

資本金 1,208,080 1,208,080

資本剰余金 1,212,011 1,212,011

利益剰余金 3,032,632 3,028,085

自己株式 △30,411 △30,411

株主資本合計 5,422,312 5,417,766

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △27,448 △32,522

評価・換算差額等合計 △27,448 △32,522

純資産合計 5,394,864 5,385,243

負債純資産合計 7,001,822 7,185,397
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自　平成21年２月１日
　至　平成21年４月30日)

売上高 1,713,377

売上原価 1,021,754

売上総利益 691,623

販売費及び一般管理費 ※
 580,925

営業利益 110,697

営業外収益

受取利息 5,728

受取配当金 934

その他 2,158

営業外収益合計 8,821

営業外費用

支払利息 97

たな卸資産廃棄損 2,184

株式交付費償却 1,547

その他 28

営業外費用合計 3,858

経常利益 115,661

特別損失

固定資産除却損 104

役員退職慰労金 10,953

特別損失合計 11,058

税引前四半期純利益 104,603

法人税、住民税及び事業税 41,509

法人税等調整額 1,460

法人税等合計 42,970

四半期純利益 61,632
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自　平成21年２月１日
　至　平成21年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 104,603

減価償却費 18,290

長期前払費用償却額 305

ソフトウエア償却費 537

株式交付費償却 1,547

賞与引当金の増減額（△は減少） 33,284

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,850

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,047

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △24,591

受取利息及び受取配当金 △6,662

支払利息 97

有形固定資産除却損 104

売上債権の増減額（△は増加） 89,871

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,203

仕入債務の増減額（△は減少） △117,646

未払金の増減額（△は減少） 26,907

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,742

その他の流動資産の増減額（△は増加） △6,816

その他の流動負債の増減額（△は減少） 638

その他の固定資産の増減額（△は増加） △2,428

小計 53,198

法人税等の支払額 △94,558

営業活動によるキャッシュ・フロー △41,359

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △600,000

定期預金の払戻による収入 600,000

有形固定資産の取得による支出 △11,748

無形固定資産の取得による支出 △978

投資有価証券の取得による支出 △2,093

投資有価証券の売却による収入 2,000

貸付けによる支出 △1,387

利息及び配当金の受取額 9,092

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △24,000

配当金の支払額 △57,086

利息の支払額 △97

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,183

現金及び現金同等物に係る換算差額 511

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △127,146

現金及び現金同等物の期首残高 602,921

現金及び現金同等物の四半期末残高 475,775
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第１四半期会計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による

原価法によっておりましたが、当第1四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する

会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）が適用されたことに伴

い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定しております。

なお、これにより損益に与える影響はありません。 

 

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期会計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日）

１．固定資産の減価償却費の算

定方法

　定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分し

て算定しております。

２．繰延税金資産及び負債の算

定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、一時差異の発生状況等について前事業

年度末から著しい変化がないと認められるため、前事業年度末において使用した将来

の業績予想及びタックス・プランニングを利用しております。

（追加情報）

 
当第１四半期会計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日）

(有形固定資産の耐用年数の変更)

 当社の機械装置の耐用年数については、当第1四半期会計期間より法人税法の改正を契機として見直しを行っておりま

す。

 これにより損益に与える影響は軽微であります。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成21年４月30日）

前事業年度末
（平成21年１月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額

 2,884,979千円

※　有形固定資産の減価償却累計額

 2,868,669千円

（四半期損益計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日）

※販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

販促費　　　　　　　　　　　　　　294,549千円

従業員給与及び手当　　　　　　　　 92,944千円

賞与引当金繰入額　　　　　　　　　 14,278千円

役員退職慰労引当金繰入額　　　　　　1,766千円

退職給付費用　　　　 　　　　　　　 1,400千円

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日）

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年４月30日現在） 

現金及び預金勘定　　　　　　　　1,319,122千円

有価証券勘定　　　　　　　　　　　656,653千円

預入期間が3ケ月を超える定期預金 △900,000千円

ＭＭＦ以外の有価証券 　　　　　 △600,000千円

現金及び現金同等物　　　　　　　　475,775千円
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（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成21年４月30日）及び当第１四半期累計期間（自　平成21年２月１日　至　平成21年

４月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

 　普通株式　　　　　　　　5,760,000　株

２．自己株式の種類及び株式数

 　普通株式　　　　　　　　　 51,400　株

３．新株予約権等に関する事項

 　該当事項はありません。 

４．配当に関する事項

配当金支払額 

（決議） 株式の種類
配当金の総額

(千円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年4月23日

定時株主総会 
普通株式 57,086 10 平成21年1月31日平成21年4月24日利益剰余金 

（有価証券関係）

当第1四半期会計期間末(平成21年４月30日)

　有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動はありません。 

（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。
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（持分法損益等）

　該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成21年４月30日）

前事業年度末
（平成21年１月31日）

１株当たり純資産額 945.04円 １株当たり純資産額 943.36円

２．１株当たり四半期純利益金額

当第１四半期累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日）

１株当たり四半期純利益金額 10.80円

なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第１四半期累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日）

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（千円） 61,632

普通株主に帰属しない金額（千円） ―

普通株式に係る四半期純利益（千円） 61,632

期中平均株式数（千株） 5,708

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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（リース取引関係）

当第1四半期累計期間（自平成21年２月１日 至平成21年４月30日）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引について、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っております

が、当第1四半期会計期間におけるリース取引残高は前事業年度末に比べて、著しい変動が認められないため、記載

しておりません。 

２【その他】

　該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年６月12日

株式会社　マルタイ

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 工藤　雅春　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 内納　憲治　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社マルタ

イの平成２１年２月１日から平成２２年１月３１日までの第４７期事業年度の第１四半期累計期間（平成２１年２月１

日から平成２１年４月３０日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社マルタイの平成２１年４月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

　　　２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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